
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

調査期間は７月～１１月（ご不在の場合、12 月～３月にも巡回訪問致します。）にかけて実施致します。

調査は、皆様の屋内に立ち入らせていただきますので、調査の際は立会いをお願い致します。 

 

 なお、調査員はガス課から委託された者がガス課発行の事務従事者証を携帯してお伺いいたしますの

で、ご不審の場合は事務従事者証の提示をお求め頂くか、ガス課までお問い合わせください。 

 

 また、調査員による物品販売又は、金銭の徴収は一切行っておりません。 

 ガス課では、ガス事業法に基づき３年に１回みなさまのご家庭を巡回訪問し、ガス配管設備のガス漏

れ検査、ガス機器の給排気設備などを無料で調査しております。 

 

 
 

～安全調査対象地区確認方法～  

毎月送られる「ガス使用量のお知らせ」の整理番号に記された

3 桁の数字と上記一覧表の整理番号を確認して下さい。  


